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１ 非常災害対策計画

基準省令第７０条ほか「（前略）非常災害に関する具体
的計画を立て、（中略）、それを定期的に従業者に周知し
なければならない」

・・・「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行
規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に
対処するための計画をいう



２ 避難確保計画

「水防法」・「土砂災害防止法」に基づき、浸水想定区域や

土砂災害警戒区域内に立地し、市町村地域防災計画に

位置付けられた施設は「避難確保計画の作成」及び

「避難訓練の実施」が義務付けられています。

「ちば情報マップ」や市町村が作成するハザードマップにて、

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に立地しているか確認し、

施設の状況について把握していただきますようお願いします。





３ 個別避難計画

東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年に災害対策基本法
を改正し、避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務化

避難行動要支援者名簿は、約99％の市町村において作成さ
れるなど、普及が進んだものの、いまだ災害により、多くの
高齢者が被害を受けており、避難の実効性の確保に課題

避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、

個別避難計画について、市町村に作成を努力義務化（令和３
年度）



３ 個別避難計画

作成の主体は市町村であり、事業者が作成するものではない。

しかし、障害福祉サービス事業所は要支援者が日常的に所在す
る場所である市町村が福祉施設の職員に計画策定の協力を依頼
する例もある。

市町村から連絡があった際には積極的な連携をお願いしたい





情報公表システムにて、事業所情報が公表されている施設等は。。。

「災害時情報共有システム」が利用できます

。１）災害時情報共有システムとは

・災害発生時、県等へ事業所の被災状況
の報告を行う際、インターネット上で、
何度でも、報告が可能
→ 迅速、的確に情報共有が可能

・災害時情報共有システムは、情報公表
システムにて公表済みの事業所情報を
活用し、運用。
→ システム登録やID発行の手続き不要

● システム操作マニュアル

下記のホームページ「操作（マニュアル）書（施設向け）」をご確認ください。
【障害者支援施設等災害時情報共有システム 関係連絡板 URL】

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/



情報公表に関する手続き

◆事業所情報の登録や削除等の詳しい手続きについては、
県ホームページをご確認ください。

【千葉県ホームページURL】

https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jyouhoukouh
you/

◆情報公表システム（WAM NET）において、システムに関するお知
らせや操作説明書（マニュアル）等の資料を掲載していますので、
ご活用ください。



御清聴ありがとうございました。
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